
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免のフロー（簡易版） 

◎こちらのフローは簡易版のため、ご不明な点はお問い合わせください。 

 

                                   

収入が減少した 

新型コロナウイルス 

感染症が原因 

コロナウイルスで死亡・重篤な障害を負った 

当該者は世帯主 

世帯主の今年の収入が、昨年と比較して 

３０％以上減少した又は減少する見込み 

世帯主の昨年の※所得が１０００万円以内 

減少することが見込まれる所得以外の 

世帯主の所得の合計が４００万円以内 

減免対象（全部もしくは一部） 減免対象外 

はい 

 

いいえ 

※事業・不動産・山林・給与などから得ている所得 


